
鹿嶋市・神栖市のピーマン生産者と取引のある資材店を対象に 
モザイク病抵抗性品種のまん延防止対策を周知しました 

 
令和５年 9 月 21 日から 9 月 27 日にかけて、鹿嶋市、神栖市のピーマン生産者と取引の

ある資材店８店に対し、ピーマンのモザイク病のまん延防止対策を呼びかけました。 
近年、産地では「モザイク病」と呼ばれる収量に多大な影響を及ぼすウイルス病の被害が

拡大しており、産地一丸となったまん延防止対策に取り組んでいます。しかしながら、産地
にはＪＡや任意組織に所属していない個人出荷の生産者も多数おり、普及センターからの
病害虫対策に関する啓発活動が行き届かないことが課題となっていました。 

そこで、個人出荷の生産者とも取引のある資材店から本病害について生産者へ指導をし
てもらえるよう作成した資料を用いて協力を依頼しました。主な依頼内容は、①ウイルスの
汁液感染を防ぐための洗浄や消毒の重要性、②診断キットを利用したウイルス病の早期発
見・早期対策、③モザイク病抵抗性品種の適正利用について、の３点です。 

資材店からは、「紙包み法による定植の具体的な方法は？」等、多数の質問がありモザイ
ク病に対する関心の高さがうかがえました。 

普及センターでは引き続き、ピーマンの高品質安定生産につながる病害対策技術の普及
を通して、ピーマン生産者の所得向上を支援していきます。 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

                     鉾田普及センター（成長産業） 


